
No.10 家族経営から法人経営に転換したい 

最初の相談先 
 

所属漁協  普及員（水産試験場） 県の担当者 その他 
（    ）            

県の担当グループ 
 

漁政課 経営・組合グループ TEL029-301-4075 
FAX029-301-4089 

事業名 漁業後継者対策事業 事業の所管機関 漁政課 経営・組合グループ 
 

事業の概要 
 

［事業実施者］ 

家族経営から法人経営への転換を考えている沿岸漁業者等（沖底漁業含む）。        

 

［事業内容］ 

法人経営への転換を考えている沿岸漁業者を対象に、県が税理士などの専門家を派遣して、 
法人化に向けた個別相談の支援を行います。 
支援をご希望される方は、所属漁協や水産業普及指導員、県漁政課等にご相談ください。 
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No.11 収益性を重視した操業・生産体制に転換したい（もうかる漁業） 

最初の相談先 
 

所属漁協  普及員（水産試験場） 県の担当者 その他 
（    ）            

県の担当グループ 
 

漁政課 経営・組合グループ TEL029-301-4075 
FAX029-301-4089 

事業名 漁業構造改革推進事業 
 （もうかる漁業創設支援事業） 

事業の 
所管機関 

国（水産庁 研究指導課）、（NPO 法人） 
 水産業・漁村活性化推進機構 

事業の概要 
［事業実施者］地域協議会から選定された漁協等 
 
［事業内容］ 沿岸漁業の他各種漁業を対象に、資源管理や漁場環境改善に取り組みつつ収益性

の高い操業・生産体制への転換を推進し、厳しい経営環境の下でも操業を継続でき

る経営体を育成するため、地域協議会が収益性を向上するための改革計画を作成

し、その改革計画に基づく実証事業の取組を支援します。 
［実証事業のメニュー例］改革型漁船等の収益性改善の実証事業（改革型メニュー） 

省エネ型、省人型若しくは省力化型の改革型漁船若しくは漁網を導入し、又は協

業化等新しい操業体制への転換を図ることによる収益性改善の実証等の取組を行

うことにより、地域・グループの漁業者の新しい操業・生産体制への転換を促進す

るもの。支援期間は 3 年。 
        （本県活用事例）神栖市地域プロジェクトの「小型底びき網漁業新規着業」の取組み 
［支援のイメージ（改革型メニューの場合）］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［事業の仕組み］ 

 

 

【用船料等相当額】

減価償却費，漁具等償却費，

消耗品費，修繕費 等

【運行経費】

人件費，燃料費，えさ代，氷代，魚箱代

，その他の資材費，販売費 等
基金から助成

1/3以内を補助

【水揚げ金】

運行経費の助成相当分を

基金に返還

②返還は不要

①自己負担

【支出】 【収入】

支援期間中は①<②なら赤字にならない。

国

【事業主体】

（NPO法人）水漁機構

中央協議会

【地域協議会】

（漁業者，流通や造船業者，金融
機関，市町，県，有識者等）

【事業実施者】

（漁協等）
【漁業者】

補助金

補助金・基金からの助成金

報告

報告

申請
計画の審査・認定

指導・助言・検証

公募

用船契約

実証操業の実施

選定，履行確認，指導，助言，検証
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No.12 漁業や操業等の改善について相談したい 

 
最初の相談先 

 

 
所属漁協  普及員（水産試験場等） 県の事業担当者 その他 
                         （   ） 

 
県の担当グループ 

 

水産試験場 経営普及室 
 
霞ヶ浦北浦水産事務所  

振興課  

（経営普及室）TEL 029-262-4179 
  FAX 029-263-0414 

（振興課）   TEL 029-822-7270 
  FAX 029-822-0848 

事業名      － 事業の所管機関 茨城県水産試験場 
霞ヶ浦北浦水産事務所 

事業の概要 
  ［事業主体］ 

茨城県水産試験場、霞ヶ浦北浦水産事務所 
 
 
  ［事業内容］ 

水産試験場及び霞ヶ浦北浦水産事務所に配置された水産業普及指導員が、漁業経営、漁

業技術、流通対策など漁業に関する相談や新たな漁業種類の導入、漁業技術の改良、漁船・

漁業機器の更新など操業等に関する改善などの相談を受け、その内容に応じて、必要な情

報の提供や専門家などの相談先を紹介します。 
 
 

［その他］ 
相談については、水産業普及指導員が随時受け付けているほか、沿海地区（北部地区担

当、中部地区担当、南部地区担当）及び霞ヶ浦北浦地区の水産業普及指導員が担当地域を

巡回していますので、お気軽にお声がけください。 
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No.13 燃油価格高騰の影響を軽減したい 

最初の相談先 
 

所属漁協  普及員（水産試験場）  県の担当者   その他                         

（   ） 
県の担当グループ 
 

漁政課 経営・組合グループ TEL029-301-4075 
FAX029-301-4089 

事業名 漁業経営セーフティーネット構築事業 事業の所管機関 
 

水産庁 企画課 

事業の概要 
 ［事業主体］  

（一社）漁業経営安定化推進協議会（全国規模の団体） 
 

 ［事業内容］ 
      燃油の価格が上昇した場合の影響を緩和するための備えとして、国や漁業者等によ

って構築されたセーフティーネットに加入することで、燃油高騰時に支援を受けられ

ます。 
具体的には、漁業者と国は、燃油価格の上昇に備えて資金を積み立て、原油価格が

一定の基準※を超えて上昇した場合などに、加入した漁業者に対し補填金が支払われ

ます。 
     ※主な補填基準：「７中５平均値」   

        直前７年間（84 ヶ月）の各月の平均価格のうち、高値 12 ヶ月分と低値 12 ヶ

月分を除いた 5 年（60 ヶ月）分の平均値 
       

［加入状況］ 
本県のセーフティーネット加入実績：10 組合 289 件（R5 年 2 月現在） 

   （内訳：まき網 14 件、沖底 7 件、小底 12 件、小型船 230 件、内水面 25 件、

定置 1） 
       
 

［事業の仕組み］ 
 

 

燃油高騰時に補填金を支出

（
一
社
）
漁
業

経
営
安
定
化

推
進
協
議
会

地
区
漁
連

漁

協

積立金の管理

漁

業

者

積立申込書，数量申込書，

購入実績報告等の受付，

チェック，取りまとめなど

積立申込

など

国

積立金の支出

補填金

受け取り
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No.14 不漁の影響を軽減したい（漁獲共済） 

最初の相談先 
 

所属漁協  普及員（水産試験場）  県の担当者   その他                         

（   ） 
県の担当グループ 
 

漁政課 経営・組合グループ TEL029-301-4075 
FAX029-301-4089 

事業名 漁獲共済 事業の所管機関 
 

全国合同漁業共済組合 
（茨城県事務所） 

事業の概要 
 ［事業主体］ 全国合同漁業共済組合（茨城県事務所） 

 
 ［事業内容］ 
  ・漁業共済は、漁獲金額等が不漁等で減少した場合の損失を補てんする保険です。 
  ・漁業者が負担する共済掛金は全体でプール管理され、事故発生時の補填原資となります。

（共済掛金は掛け捨て） 
 

［共済金の算出］ 
  ・漁獲共済をはじめとする漁業共済は、漁業経営の現状維持的な再生産の確保を目的として

るため、補てんの対象は漁業経営に必要な「経費相当分」のみで、「利益相当分」は対象外。 
  ・そのため、通常確保できると思われる漁獲金額に、限度額率（※共済規程で漁業種類毎に定

める。小型合併漁業は 85％）を乗じて「共済限度額」を算出し、漁獲金額が「共済限度額」

を下回った場合に、共済金が支払われる。 
  ・原発事故に伴う賠償金等は、共済金支払判定の際は漁獲金額として算定される。 
   

［共済金のイメージ図］ 

 

 

利益相当部分

（基準漁獲金額の15％）
＝自己責任部分

経費相当部分

（基準漁獲金額の85％）

共済限度額（共済支払の判定ライン）
契約期間中の漁獲金額がこのラインを下回った

場合に共済金が支払われる。

基準漁獲金額（通常確保できる漁獲金額）
過去5年間の漁獲金額のうち最高と最低を除いた
3年間の漁獲金額の平均減

収

自
己
責
任

補
填

漁獲共済で補填可能な範囲
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No.15 不漁の影響を軽減したい（積立プラス） 

最初の相談先 
 

所属漁協  普及員（水産試験場）  県の担当者   その他                         

（   ） 
県の担当グループ 
 

漁政課 経営・組合グループ TEL029-301-4075 
FAX029-301-4089 

事業名 積立プラス 
（漁業収入安定対策事業） 

事業の 
所管機関 

全国合同漁業共済組合（茨城県事務

所）、水産庁企画課 
事業の概要 
 ［事業主体］ 

 全国合同漁業共済組合（茨城県事務所） 
 

 ［事業内容］  
    漁獲共済の仕組みを利用した補完措置として、資源管理に取り組む漁業者が共済発動に

満たないレベルの漁獲金額の減収となった場合に、減収額の一部を補てんする制度です。

資源管理計画を作成の上、漁業共済に加入することで参加資格を得られます。 
    補填原資は、漁業者自身と国による積立て（比率１：３）。各漁業者の積立ては、個人ご

との支払準備資産として管理され、支払（事故）が無かった場合、全額当人に返還される。

（漁業共済と異なり積立金は掛捨てではありません。） 
 
 ［加入要件］ 
    ①漁獲共済加入要件（契約割合が著しく低い低附保加入でなく、契約割合 30％以上の実

質加入であること。） 
    ②資源管理計画取組要件 
    ※ 漁業共済のみ加入し、積立プラスは加入しないこととするのも可能（逆は不可）。 
     

［漁獲共済のみと積立プラスありとの違い］ 

 
 

 

自己責任部分

漁獲共済で補填可能

な範囲

減

収

自
己
責
任

補
填

自己責任部分

漁獲共済で補填可能

な範囲

払戻判定金額

基準漁獲金額（通常確保できる漁獲金額）
過去5年間の漁獲金額のうち最高と最低を除いた
3年間の漁獲金額の平均減

収

自
己
責
任

補
填

共済限度額

漁業者 国

漁業者 ：国＝１ ： ３

A※

B※

【漁獲共済のみ】 【漁獲共済＋積立プラス】

※自己責任部分（A)と
積立プラス払戻範囲（B)の
比率は１：１
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No.16 不慮の漁船損壊の心配を軽減したい 

最初の相談先 所属漁協  普及員（水産試験場） 県の事業担当者  その他 

（漁船保険組合） 

 

県の担当グループ 漁政課 調整・漁船グループ（TEL 029-301-4080） 

事業名 漁船保険制度  事業の所管機関 

 

日本漁船保険組合 

茨城県支所 

事業の概要 

［事業主体］ 

  日本漁船保険組合茨城県支所  TEL 029-221-8526 

 

［事業内容］ 

  漁船損害等補償法に基づく漁船保険制度 

１ 目的 

（１）漁船に対する不慮の事故による損害の復旧を容易にする。 

（２）漁船の運航に伴って生じた不慮の費用及び賠償責任の発生により漁業経営が困難とな

ることを防止する。 

（３）漁船に積載した漁獲物等に対して不慮の事故による損害を補てんする。 

 

２ 漁船保険の種類及び補償内容 

（１）普通損害保険 

  沈没、座礁、火災などの事故によって漁船に生じた損害及び漁船を救助するために

要した費用。 

（２）満期保険 

  保険の内容は、普通損害保険と同じ。（保険期間満期時に満期保険金あり。） 

（３）漁船船主責任保険 

  漁船が衝突した場合の相手船に対する損害賠償責任や漁船の運航に伴って生じた

第三者に対する賠償責任及び費用。 

（４）漁船乗組船主保険 

  漁船の船主であり同時に乗組員である方が、漁船上において不慮の事故によって死

亡したり行方不明になった場合又は後遺障害となった場合。 

（５）漁船積荷保険 

  漁船に発生した事故が原因となって、その漁船に積載されていた漁獲物や仕込品に

生じた損害。 

（６）プレジャーボート責任保険 

  ５ｔ未満のプレジャーボートの運航に伴って生じた賠償責任や、救助費用。 

（７）転載積荷保険 

  冷凍運搬船に転載した漁獲物等に生じた損害。 
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No.17 漁業士、女性漁業士、研究会、女性部等の活動を支援して欲しい 

 
最初の相談先 
 

 
所属漁協   普及員（水産試験場等）  県の事業担当者  その他 
                           （    ） 

県の担当グループ 
 

水産試験場 経営普及室 
 
霞ケ浦北浦水産事務所  

振興課  

（経営普及室）TEL 029-262-4179 
  FAX 029-263-0414 

（振興課）   TEL 029-822-7270 
  FAX 029-822-0848 

事業名    － 事業の所管機関 
 

茨城県水産試験場 
霞ケ浦北浦水産事務所 

事業の概要 
  ［事業主体］茨城県水産試験場、霞ケ浦北浦水産事務所 
 
 
  ［事業内容］ 

漁業士、女性漁業士、研究会、女性部等漁業者グループにおいて、新たな漁業技術の導

入、環境保全対策、魚食普及活動、6 次産業化活動など漁業振興に関する活動の支援を希

望する場合には、所属する漁協経由で水産試験場及び霞ケ浦北浦水産事務所に配置された

水産業普及指導員に相談してください。 
水産業普及指導員は相談内容に応じて、各種情報の提供、研修会の開催など、制度的・

技術的支援を行います。 
 
 

［その他］ 
必ず所属する漁協担当者とご相談の上、水産業普及指導員に連絡ください。 
なお、相談するかどうか悩んでいる場合には、沿海地区（北部地区担当、中部地区担当、

南部地区担当）及び霞ヶ浦北浦地区の水産業普及指導員が担当地域を巡回していますの

で、お気軽にお声がけください。 
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